
第一表　昭和41年度米捜査成績

町
助
役
に
小
川
泰
氏

収
入
役
に
太
田

（
前
収
入
役
）

階
氏
を
選
任

く
－
選
管
委
員
も
改
選
－
－

9
日
5
0
臼
前
助
役
缶
詰
尭
氏
の
任
期

潤
子
に
伴
い
、
新
た
に
助
役
選
任
の
た

め
、
1
0
月
9
日
第
五
回
臨
時
議
会
が
招

集
さ
れ
、
小
川
町
長
か
ら
助
役
に
小
川

泰
氏
（
町
収
入
役
）
の
選
任
届
虚
が
求

め
ら
れ
、
更
に
収
入
役
に
大
明
悟
氏

（
住
民
課
長
）
の
遭
任
国
－
警
乗
め
、

そ
の
結
果
町
議
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
賛
成

多
嬰
C
原
案
通
り
可
決
同
感
し
ま
し
た

の
で
、
1
0
月
1
0
日
付
で
、
小
川
黍
氏
が

助
役
に
、
太
田
悟
氏
が
収
入
役
に
超
任

さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
任
期
は
い
づ
れ
も
昭
和
4
6
年

9
月
ま
で
の
囲
ヶ
年
と
な
っ
て
い
ま

す。
次
に
9
年
5
0
H
を
も
っ
て
仝
E
l
任
期

輯
」
の
謎
徴
町
進
撃
管
理
表
成
金
黍
ロ

の
適
任
に
つ
い
て
は
、
去
る
9
月
2
6
日

臼
招
集
の
第
四
回
臨
時
議
会
に
お
い

て
、
議
会
の
遜
挙
に
よ
っ
て
委
員
曲

名
、
闇
袖
幕
］
国
名
を
そ
れ
ぞ
れ
選
任

し
ま
し
た
。

な
お
、
補
充
員
は
委
員
が
欠
け
た
窮

余
に
、
そ
の
順
位
に
よ
っ
て
残
任
期
間

を
委
員
に
禰
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

遜
任
さ
れ
た
委
員
及
び
補
充
茸
は
次

の
と
お
り
で
す
。

委
　
□
二
駕
義
人
（
要
撃
午
古
賀

ク
　
小
野
藤
右
ヱ
門
（
西
遊
碁
榛

ク
∴
∴
商
略
利
雄
（
珂
遜
）
木
　
守

ク
∴
∴
喜
田
　
姥
（
再
選
）
千
代
丸

補
充
鼠
第
一
順
位
　
石
橋
多
七
　
広
漠

ク
∴
第
二
ク
　
大
場
　
保
∴
島
津

ク
∴
第
三
ク
　
田
代
秋
穂
∴
出
生
津

ク
∴
第
四
ク
　
柴
田
　
i
徳
∴
松
ノ
本

教
育
委
員
会

だ
よ
り
〓

※
運
題
町
数
奇
委
員
会
委
員
の
適
任

か
ね
て
欠
員
で
あ
っ
た
、
町
政
背
委

員
会
委
握
が
九
月
の
町
襲
茎
葉
碧

受
け
て
十
月
一
日
付
で
就
任
さ
れ
ま
し

た。
遠
賀
町
大
字
今
市
費
二
七
〇
蕃
地

相
出
違

遠
賀
町
大
字
虫
坐
渥
至
ハ
大
祐
地

軸
手
　
勉

※
横
木
小
学
校
環
境
緑
化
優
秀
煉
と
し

ご
寄
附
御
礼

次
の
方
か
ら
町
社
会
福
祉
載
会

に
対
し
て
、
こ
寄
附
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る

と
と
も
に
、
つ
つ
し
ん
で
故
人
の

ご
笑
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

一
会
　
壱
封

牧
級
的
博
子
厳
揮
輿
返
し
と
し

て
　
別
府
　
織
田
武
彦
股

て
表
彰
さ
る
。

十
月
十
二
日
鹿
児
島
市
で
開
催
さ
れ

る
、
九
州
、
神
郷
地
区
緑
化
推
進
髄
議

会
か
ら
、
福
間
振
代
表
と
し
て
（
輿
内

唯
一
較
）
蓑
移
さ
れ
る
。

※
出
門
小
崇
等
研
敦
諦
賞
受
賞
決
定

第
十
二
回
学
研
敦
市
費
（
学
研
主

催
、
文
部
年
譜
地
膚
振
放
背
走
協
議

会
後
援
）
が
中
央
選
考
委
員
会
（
会
長

茅
誠
司
元
東
京
大
学
総
長
）
で
、
出
門

小
学
校
の
受
賞
が
決
定
し
た
。

昭
和
四
十
二
年
度
稲
作
近
代
運
動
　
㈲

秋
ウ
ン
カ
一
部
に
被
害

～
刈
取
は
適
期
励
行
し
ま
う
～

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

第
三
回
町
民
体
育
祭
盛
会
に
終
幕

秋
鴫
れ
の
十
月
十
日
（
国
民
休
講
の

H
）
に
壁
一
両
町
民
体
高
桑
は
遠
賀
中

学
校
ク
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
な
は
な
し

く
縫
行
さ
れ
ま
し
た
。

掌
塞
き
も
動
き
も
全
て
を
忘
れ
て

楽
し
い
体
背
の
集
い
で
し
た
。

こ
の
町
昆
体
背
祭
も
聖
二
回
を
迎
え

て
年
々
盛
り
上
が
り
を
見
た
の
も
町
民

措
礫
の
運
鮪
あ
る
ご
協
力
の
賜
も
の
と

深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
た
特
に
区
長
、

分
館
長
、
知
人
会
、
宙
軍
団
、
学
枚
の

骨
身
を
惟
ま
な
い
こ
尽
力
を
縫
ま
し
て

盛
会
謀
に
無
事
終
了
し
ま
し
た
こ
と
を

誌
上
を
確
り
て
娃
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す。

成
績
に
つ
い
て

三
年
目
に
し
て
紅
組
金
円
校
区
）
雪

辱
を
な
し
と
げ
次
の
ス
コ
ア
ー
を
も
っ

て
優
勝
し
ま
し
た
。

紅
組
二
三
点
　
白
組
一
一
五
点

「
小
中
学
生
リ
レ
ー
（
男
子
）

健
勝
∴
農
門
稜
匿
B

今
古
賀
　
尾
崎
　
別
府

二
、
小
中
学
隼
リ
レ
ー
（
女
子
）

優
勝
∴
浅
木
校
区
C
　
浅
木
　
老
良

三
婦
人
会
リ
レ
ー

優
勝
　
虫
集
誓
轟

四
、
脅
年
リ
レ
ー
（
女
子
）

優
勝
　
太
守

五
、
畜
隼
リ
レ
ー
（
男
子
）

優
勝
　
太
守

今
年
の
稲
作
は
好
天
候
の
も
と
に
、

病
史
書
の
防
除
、
施
肥
、
水
管
理
な
ど

適
切
な
処
匿
で
順
調
な
生
諸
を
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
一
都
に
干
ば
つ
と
潮
風

答
の
筏
富
を
受
け
ま
し
た
こ
と
は
渦
に

残
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

あ
と
華
月
余
で
稲
の
取
り
入
れ
に
入

る
わ
け
で
す
が
、
秋
ワ
ン
カ
に
よ
る
坪

枯
れ
現
象
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た

乾
田
地
帯
は
落
水
後
も
数
日
毎
に
走
り

水
の
必
翼
が
あ
り
ま
す
か
ら
最
後
ま
で

万
全
を
期
し
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
今
回
は
刈
取
期
に
つ
い

て
申
し
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

1
、
登
熟
一
般
に
藷
熟
日
数
は
出

諒
後
の
気
温
お
よ
び
日
照
に
左
右
さ

れ
、
輩
熟
に
要
す
る
談
算
平
均
気
粗

は
九
〇
〇
－
「
0
0
0
度
（
C
）

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
的
稜
始
め
よ
り
一
五
r
l
閲
は

塵
狸
二
九
度
（
C
）
、
液
温
一
九
度

（
C
）
、
平
均
二
田
踵
（
C
）
、
そ

の
後
の
一
五
日
間
は
応
波
二
六
捜
、

夜
温
一
六
度
、
平
均
三
度
が
最
適

温
で
、
養
分
寝
流
は
三
上
高
度

（
C
）
附
近
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
今
年
の
気
温
は
夜
間
若
干

冷
え
込
み
が
あ
り
ま
し
た
が
、
平
均

温
度
を
十
分
上
廻
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
の
で
発
熱
は
決
し
て
悪
く

な
い
見
込
み
で
す
。

【
二
面
下
段
へ
つ
づ
く
】



統計だより

（第二表）出港後の日数と玄米壷の関係

2嵩　　　　　　　（檎鱒二良積（綿鱒二日商賦臓塾）
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品種木ウヨク

10　15　20　25　50　35　40　45　50　成

熟
出前朗後日数　　　　　　　糊

所持構成と生産桂の予想

所持構成と生産性の予想

継室凄　青米・胸削・茶米の関際

30　　38　　46∴∴54　　62日数

数
年
後
に
お
け
る

自
立
経
営
農
家
の
姿
　
（
そ
の
一
）

三
田
よ
り
つ
づ
く
】

農
業
基
本
法
設
定
の
一
つ
の
桂
と
し

て
、
日
比
経
営
農
家
の
育
成
が
称
え
ら

れ
て
い
大
分
た
っ
た
。

自
立
驚
墨
蒙
は
、
農
薬

だ
け
で
他
産
薬
就
発
蕉
筋
と

同
じ
所
得
を
あ
げ
、
同
水
準

の
生
活
を
営
む
こ
と
が
出
来

ろ
農
窮
を
想
定
し
た
も
の
で

円
本
経
済
の
商
寝
殿
典
に
よ

一
る
他
藤
堂
案
の
所
得
の
増
加
に
船
じ
た

言
蒙
の
所
得
の
伸
び
も
考
え
ら
れ
る
。

言
っ
て
固
定
的
葱
警
楚
す
る
こ

一
と
は
む
つ
か
し
い
が
、
あ
る
年
次
に
お

一
い
て
他
農
業
従
叫
者
と
の
釣
合
っ
た
鹿

一
葉
驚
喜
仮
設
す
る
こ
と
は
出
来
る
。

－
も
ち
ろ
ん
襲
三
戸
二
戸
の
土
地
条

－
件
や
裏
雪
掌
完
の
通
い
に
よ
孝

一
態
万
轍
の
姿
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
加

古
し
得
ら
れ
る
書
落
営
恐
察
の
敬
極

言
碧
慧
し
て
み
た
。

－
（
I
）
水
滴
瞥
作

水
稲
停
二
三
5
ア
ー
ル

の
四
五
年
の
自
戒
経
営
農
家
の
一
〇

ア
ー
ル
当
収
龍
を
十
・
〇
健
と
し

た。
㈲
米
価
は
過
去
の
上
昇
率
よ
り
一
俵

当
八
、
五
一
五
円
と
推
定
し
た
。

㈹
生
産
費
も
農
具
賢
、
労
働
壇
が
か

な
り
大
巾
に
相
加
し
、
そ
の
他
の

経
費
増
も
予
想
さ
れ
る
。

㈲
四
〇
年
の
福
岡
県
平
均
一
〇
ア
ー

ル
当
労
働
時
間
は
二
五
時
間
で

あ
る
が
、
機
械
化
等
に
よ
る
省
力

が
で
き
、
九
五
時
間
と
し
た
。

（
Ⅱ
）
田
作
と
拳
促
成
き
ゅ

う
り
作

水
稲
作
一
七
〇
ア
ー
ル
、
掌
促
成
き

ゅ
う
り
作
三
〇
ア
ー
ル

用
水
稲
作
の
条
件
（
I
）
水
稲
単
作

に
同
じ
。

㈲
き
ゅ
う
り
は
田
上
ハ
月
収
憩
の
大

親
ハ
ウ
ス
を
怨
蓬
す
。
す
な
わ
ち

一
〇
ア
ー
ル
当
取
出
五
三
〇
〇
勾

単
価
七
〇
円
と
し
、
生
麗
裳
一
八

万
車
0
0
0
円
、
う
ち
自
家
労

働
費
一
二
万
六
、
0
0
0
円
、
労

働
時
間
七
五
〇
時
間
と
し
て
節
出

した。

㈲
ぽ
と
ん
と
自
家
労
働
に
よ
っ
て
消

化
さ
れ
て
い
る
が
、
き
ゅ
う
り
作

期
間
の
労
働
力
は
や
や
過
重
に
な

り
、
水
稲
作
期
間
の
労
力
は
割
合

余
裕
が
出
来
る
。

農
林
省
相
聞
統
計
調
査
事
務
所

北
九
州
登
別
地
区
統
計
調
整
官

金
子
彦
二

孤
∴
∴
服
　
1
2
∴
∴
∴
a

過
重
米
子
弛
亜

2
、
刈
殿
鯛
の
決
定

第
二
表
に
示
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に

年
次
に
よ
っ
て
若
干
刈
取
期
が
異
な

っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
前
記
に
述

べ
ま
し
た
よ
う
に
、
日
照
と
気
狸
の

差
及
び
品
種
間
ほ
て
も
相
異
が
あ
る

か
ら
で
す
。
二
般
に
刈
取
期
が
卑
す

ぎ
る
と
脊
米
か
多
く
米
の
綴
灘
が
深

く
枝
も
細
か
く
な
り
、
品
質
を
詑
し

収
地
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

お
そ
す
ぎ
る
と
米
の
酒
瓶
を
ま

し
、
亀
沢
が
恐
く
、
胴
剖
米
が
多
く

な
り
脱
稿
等
に
よ
る
朗
笑
も
胡
大
し

ま
す
、
従
っ
て
刈
取
期
は
畜
米
、
細

米
が
減
じ
、
胴
割
や
茶
米
の
多
く
な

ら
な
い
時
期
（
聖
一
褒
参
照
）
が
刈

取
適
期
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

ま
た
施
肥
妃
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
少
肥
医
は
成
欺
期
後
門
数
を
経

過
す
る
ほ
ど
減
収
率
が
高
く
、
多
肥

区
は
成
熟
期
後
十
円
位
ま
で
ほ
ゝ
桜

遅
い
状
態
と
な
り
ま
す
。

次
に
縞
虫
害
と
の
関
係
で
す
が
、

秋
ウ
ン
カ
、
メ
イ
虫
あ
る
い
は
イ
モ

チ
痛
や
白
楽
椿
痛
な
ど
被
害
が
発
生

す
れ
ば
品
質
を
そ
こ
な
う
ほ
か
板
柾

が
激
減
し
ま
す
か
ら
特
に
注
意
を
す

る
必
婆
が
あ
り
ま
す
。

％
　
　
裁
∴
∴
∴
如
　
　
1
6
　
　
8
　
　
0



瓜
窓
口
だ
よ
り
V

か
ね
て
と
承
知
の
軒
と
思
い
ま
す
が

本
年
n
月
1
0
H
よ
り
住
底
毅
錬
法
が
廃

止
さ
れ
新
た
に
住
民
基
本
台
曖
法
が
制

定
さ
れ
従
来
の
取
扱
い
が
左
記
の
と
お

り
変
っ
て
求
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ます。「
転
出
、
人
に
つ
い
て

転
出
に
つ
い
て
は
従
来
通
り
区
長
を

通
し
て
、
役
場
に
来
ら
れ
る
の
は
変

り
ま
せ
ん
が
移
動
鳳
の
新
様
式
は
必

ず
本
人
か
世
帯
主
が
記
入
押
印
し
て

屈
鎚
を
す
る
軍
に
な
り
ま
す
。

二
、
転
入
に
つ
い
て
は

前
住
所
地
の
苗
区
町
村
長
に
隔
出
た

移
動
用
を
持
っ
て
役
場
に
来
ら
れ
新

た
に
当
剛
転
入
の
移
動
脂
に
本
人
も

し
く
は
世
帯
主
が
所
要
の
記
蝦
を
し

た
の
ち
押
即
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

一
、
届
出
細
岡
に
つ
い
て

転
入
は
住
所
を
定
め
た
円
か
ら
必
ず

十
四
日
以
内
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
も
し
十
四
円
を
経
過

し
ま
す
と
左
に
掲
げ
ろ
棟
に
間
即
の

適
用
を
受
け
ま
す
。

罰
則

第
四
十
三
条

要
員
の
質
問
に
対
し
、
答
弁
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
、

又
は
文
語
の
提
示
を
拒
み
、
妨
げ
、

忌
避
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
文
継
を

提
示
し
た
着
は
、
五
万
円
以
下
の
粗

金
に
処
す
る
。

第
四
十
四
条

届
出
に
朗
し
虚
偽
の
楠
田
を
し
た
藷

は
二
手
円
以
下
の
過
料
に
処
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て

刑
を
科
す
べ
き
と
き
は
、
こ
の
眠
り

でない。

2
正
当
な
理
如
か
な
く
て
拙
走
に
よ
る

届
出
を
し
な
い
著
は
、
二
千
円
以
下

の
過
料
に
処
す
る
。

3
綱
二
項
の
規
定
に
よ
る
過
料
の
裁
判

は
簡
易
裁
判
所
が
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
今
度
の
基
本
台
帳
法
は

自
治
省
の
督
瀞
に
崩
し
罰
則
の
通
用
が

強
化
さ
れ
罰
金
刑
と
過
料
刑
の
金
徴
が

摘
大
し
た
の
で
充
分
こ
沈
思
の
士
届
出

期
間
（
転
入
、
転
属
、
世
帯
主
の
変
更

等
十
四
日
以
内
）
を
厳
守
さ
れ
る
よ
う

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

い
と
時
効
に
な
る
方
が
あ
り
ま
す
。

国
家
公
務
員
、
屈
識
見
、
教
職
用
、

満
蒙
職
員
等
に
議
し
て
あ
る
方
は
、

諦
求
で
き
ま
せ
ん
。

公
共
企
業
休
職
只
市
町
村
職
級
に

就
職
し
て
あ
る
方
で
、
部
人
恩
給
を
放

棄
し
て
あ
る
方
は
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

用
軍
人
の
実
在
賊
軍
十
加
界
年
1
－
1
2
年

以
上
（
下
士
官
以
上
）
1
3
年
以
上
（

准
士
官
以
上
）

㈲
軍
人
の
実
在
醜
年
＋
加
算
年
が
1
2
年

（
1
3
年
）
よ
り
少
な
く
、
呼
人
退
職

前
の
恩
給
公
務
員
期
間
を
加
え
る
と

1
2
年
（
1
3
年
）
以
上
に
な
る
。
（
恩

給
公
務
員
を
昭
和
幼
年
8
月
1
日
以

前
に
退
職
し
た
著
に
限
る
）

㈲
昭
和
的
隼
的
月
以
前
に
触
発
格
と
し

て
返
さ
れ
た
方
で
昭
和
初
年
1
0
月
以

降
外
地
に
い
た
期
間
を
加
え
る
と
1
2

年
ま
た
は
1
3
年
以
上
に
な
る
方
（
幼

年
1
0
月
1
日
か
ら
支
給
）

の
鵡
和
幼
年
8
月
1
5
日
以
後
に
退
職
し

た
塑
士
官
以
上
の
人
で
、
実
凍
賊
軍

＋
加
算
年
が
1
3
年
糸
満
で
1
2
年
以
上

あ
り
、
か
つ
下
士
官
の
鰹
級
が
あ
っ

た
方
（
伐
隼
1
0
月
1
日
か
ら
支
給
）

粥
弼
繕
絹
縦
軸
語
噺
す
い
て

水
道
の
現
況
お
知
ら
せ
と

ご
協
力
に
つ
い
て
の
お
願
い

九
州
地
方
は
異
常
な
日
照
り
が
続

き
、
仝
空
論
び
水
不
足
と
な
り
衝
も

閏
も
カ
ラ
カ
ラ
で
、
深
刻
な
地
方
も
見

ら
れ
ま
す
。
本
町
水
道
は
こ
存
知
の
如

く
、
中
間
市
よ
り
の
分
水
去
受
け
て
い

る
の
で
す
が
、
主
水
源
通
綱
川
も
河
床

が
出
る
ほ
と
減
水
し
こ
の
集
水
と
中
底

片
野
の
三
斐
池
か
ら
の
取
水
で
、
水
道

水
の
駆
使
に
つ
と
め
、
町
民
の
方
に
は

不
自
由
を
か
け
な
い
嫌
懸
命
の
努
力
を

し
て
い
ま
す
。
廉
水
状
況
が
煽
端
に
悪

化
し
ま
し
た
と
き
は
別
途
お
知
ら
せ

し
、
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
予
定
で
す

が
、
節
水
に
つ
い
て
は
十
分
と
協
力
下

さ
る
よ
う
お
舶
い
致
し
ま
す
。

次
に
こ
の
異
常
天
候
か
ら
河
水
や
純

水
の
中
に
不
快
な
臭
味
を
水
に
つ
け
る

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
類
が
発
侵
し
始
め
ま
し

た
の
で
、
原
水
集
め
と
同
時
に
脱
臭
の

特
別
延
髄
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
が
、

葬
具
度
会
の
棚
減
変
化
等
か
ら
水
道
水

に
多
少
の
臭
味
か
我
り
て
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
。
術
仕
上
は
心
配
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
招
ら
く
の
間
こ
辛
抱
下
さ
る

よ
う
お
煩
い
致
し
ま
す
。

以
上
、
か
ん
ば
つ
下
の
水
道
給
水
に

つ
い
て
ご
協
力
の
環
お
願
い
致
し
ま

す。

軍
人
の
加
算
恩
給
の
請
求
は
す
み
ま
し
た
か

次
の
よ
う
な
経
歴
を
も
っ
て
い
る
方

（
本
人
が
死
亡
し
た
と
き
は
遺
族
）
で

ま
だ
恩
給
の
請
求
を
し
て
い
な
い
方
は

早
く
戚
脛
申
立
書
（
市
町
村
に
あ
る
）

を
旭
し
て
く
だ
さ
い
。

館
年
9
月
5
0
鵬
ま
で
に
請
求
さ
れ
な

1
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す

る
特
別
給
付
金
支
給
法

こ
の
法
継
は
、
昭
和
銘
年
4
月
1
日

か
ら
摘
用
さ
れ
る
も
の
で
一
言
に
し
て

要
約
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
1
人
忠
子

（
ま
た
は
孫
）
を
戦
病
死
さ
せ
そ
の
戦

没
謡
の
他
に
は
誰
も
子
（
孫
）
が
な
い

父
母
ま
た
は
組
父
母
に
対
し
て
舎
特

別
給
付
金
を
支
給
し
ま
つ
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
昭
和
1
2
年
7
月
7
日
以
後

に
お
い
て
、
公
務
上
の
負
傷
ま
た
は
疾

病
に
よ
り
死
亡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

軸
和
4
2
年
4
月
1
日
現
在
公
務
扶
助

料
、
遺
族
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
父

母
ま
た
は
禦
爵
（
0
0
才
未
満
の
培
全

域
は
条
件
ま
ち
等
で
将
来
受
給
澄
格
を

有
す
る
者
を
含
む
）
で
戦
没
者
の
死
亡

当
時
戦
没
着
以
外
に
は
、
子
ま
た
は
孫

（
遜
子
、
継
子
、
庶
子
、
私
佳
子
等
を

含
む
）
が
誰
一
人
い
な
い
こ
と
が
条
件

と
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
減
殺
諸
の

死
亡
後
か
ら
昭
和
4
2
年
3
月
3
1
日
ま
で

の
間
に
子
ま
た
は
孫
が
出
生
し
て
い
れ

ば
、
該
当
し
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
子
の
出
生
と
は
、
あ
く

ま
で
も
実
子
（
孫
）
で
あ
っ
て
、
こ
の

期
問
に
お
け
る
養
子
繰
組
と
か
、
態
親

子
関
係
と
か
、
饗
篤
子
関
係
の
庶
子

等
が
ふ
っ
で
も
差
支
え
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
平
場
に
換
言
す
れ
ば
、
嫌
没

着
の
死
亡
に
よ
り
そ
の
死
亡
当
時
、
他

に
実
子
（
孫
）
は
勿
輪
の
こ
と
兼
学
等

子
と
称
す
る
輩
が
一
人
も
い
な
く
か
つ

そ
の
後
に
お
い
て
は
実
子
、
孫
も
坐
れ

な
い
の
で
後
継
者
と
い
う
見
地
か
ら
遮

子
等
を
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

場
合
、
こ
れ
を
と
が
め
る
こ
と
な
く
特

別
給
付
金
を
支
給
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
非
該
当
と
な

る
鴎
合
は
戦
没
者
の
死
亡
後
、
臼
然
血

族
に
よ
る
新
調
実
子
孫
が
出
生
し
た

と
き
の
み
が
不
可
と
い
う
こ
と
に
な
り

ます。以
上
の
条
件
に
該
当
す
る
父
母
ま
た

は
祖
父
母
の
う
ち
、
そ
の
一
人
に
対
し

特
別
給
付
金
と
し
て
m
万
円
の
無
利
子

同
債
（
5
年
償
還
）
を
受
給
す
る
も
の

で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
汝
経
の
時
効
が

3
ヶ
年
と
な
っ
て
い
る
関
係
上
市
町
村

役
場
に
早
や
ロ
に
相
談
の
う
え
請
求
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

2
戦
傷
病
者
徳
の
蜜
に
対
す

る
特
別
給
付
支
給
法

衣
改
正
法
は
、
昭
和
4
2
年
4
月
1
日

か
ら
通
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
制

定
法
で
は
砥
和
3
8
年
4
月
1
日
現
在
の

簸
低
洒
者
等
の
不
典
廃
疾
の
程
度
が
特

別
項
痕
か
ら
第
5
項
症
ま
で
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
一
～
各
回
の
改
正
で
次
の

程
度
ま
で
拡
大
さ
れ
た
時
効
3
年
間
）

○
靭
加
恩
給
受
給
者
（
恩
給
法
）

第
6
頑
症
及
び
第
1
項
症

但
し
後
節
文
官
等
の
場
合
は
恩
給
法

の
本
則
で
い
う
第
6
項
症
お
よ
び
第

1
整

○
酵
山
草
金
受
給
番
（
援
護
法
）

第
6
項
症
及
び
第
1
欺
症

○
同
左
軽
度
に
該
当
す
る
一
時
金
（
鶴

蒲
賜
金
、
鵬
管
一
時
金
）
の
受
給
譲

0
間
左
程
廃
に
該
当
す
る
旧
令
共
済
組

合
等
の
関
係
年
金
の
受
給
著
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今
月
の
税
金
　
－

町
県
民
税
　
　
第
2
　
期
分

納
期
限
　
　
1
0
月
2
5
　
日

期

限

内

に

納

め

ま

し

ょ

う

知
っ
て
お
き
た
い
税
の
知
識
　
⑤

本
月
は
所
得
税
．
住
民
税
の
護
憲

族
の
該
当
騨
雌
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

①
改
正
さ
れ
た
抹
養
親
猿
控

除
の
範
囲
に
つ
い
て

地
除
の
対
東
と
な
る
配
偶
者
及
び

塞
諜
露
は
、
そ
の
年
分
の
合
計
所

得
金
額
が
l
三
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

が
一
つ
の
蔓
性
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
所
締
限
度
の
贋
作
が
緩
和

さ
れ
、
所
得
者
と
告
ぎ
三
に
す
る

配
偶
登
玉
た
は
そ
の
他
の
親
族
で
次

に
拓
け
笑
は
控
除
の
対
象
者
に
該

当
ず
つ
亡
J
ゝ
な
り
ま
し
た
。

ィ
、
所
持
金
雑
の
な
い
人

口
、
そ
の
所
得
の
全
部
が
自
己
の
勤

労
に
基
つ
い
て
得
た
専
業
所
得
（

基
＝
か
同
業
撃
）
、
給
与
所
窄

光
腰
所
得
ま
た
は
誰
夙
組
（
以
下

「
給
与
所
得
筆
と
い
ー
つ
）
で
そ

の
／
、
＝
計
所
得
金
都
が
十
万
円
以
下

で
掌
る
蕎

ハ
、
そ
の
所
得
の
全
都
が
自
己
の
勤

労
に
様
つ
か
な
い
い
わ
ゆ
る
資
産

所
得
（
不
動
韓
、
配
当
所
得
等
）

で
、
そ
の
会
計
所
持
金
翻
空
I
L
万

国
以
下
（
そ
の
人
に
給
与
所
総
金

額
茄
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
金

鎖
の
う
ち
給
与
所
得
等
の
金
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
管
J
そ

の
ー
合
計
所
得
合
繊
の
う
ち
給
与
所

得
等
以
外
の
所
持
金
額
と
の
合
計

額
が
五
万
日
以
下
、
例
え
ば
、
給

与
所
鮭
が
二
万
円
あ
る
場
合
に
は

給
与
の
六
方
用
の
二
分
の
一
の
三

万
円
と
配
当
の
二
万
円
で
は
五
万

円
以
下
と
な
る
た
め
、
こ
の
場
合

は
扶
養
親
族
に
教
導
し
ま
す
）
で

あ
る
人
。

⑧
給
与
所
得
者
の
所
得
漠
の

所
得
控
除
の
申
告
に
つ
い

て
給
与
所
得
者
は
、
毎
年
1
2
月
に
所

得
税
の
缶
柔
謝
雅
が
行
わ
れ
ま
す
の

で
、
扶
養
親
族
控
除
の
対
象
と
な
る

配
偶
者
及
び
挟
遼
親
族
を
有
す
る

人
、
そ
の
他
、
鶏
一
義
簿
に
該
当
す

る
域
合
は
次
の
申
告
再
を
勤
務
先
に

腿
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑰
「
給
与
所
得
者
の
整
地
親
族
鰹
険

等
（
異
動
）
申
告
書
」

朕
怒
親
猿
控
除
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
は
前
記
の
通
り
で
す
が
、
勤

務
先
か
壬
の
挟
兼
学
当
支
給
の
要

件
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
の
で
よ
く

確
め
て
下
さ
い
。

㊥
「
給
与
所
秘
密
の
保
険
料
控
除
頓

告経」
所
得
者
本
人
だ
げ
で
な
く
同
一
生

計
善
営
む
親
族
の
生
命
保
険
料
、

国
民
年
金
等
を
支
払
っ
た
場
合
も

該
当
し
ま
す
。

⑪
退
職
所
得
控
除
額
の
引
上

げ
明
和
盛
年
1
月
1
日
以
降
支
払
の

退
職
金
か
ら
退
職
所
裾
控
除
額
が
大

巾
に
引
上
げ
ら
れ
勤
務
年
数
の
永
い

人
ほ
と
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
退
職
金
に
係
る
住
民
税
の

税
率
は
4
2
年
暖
分
か
ら
全
国
二
軍
に

な
り
ま
し
た
。

④
田
畑
の
耕
作
面
積
及
び
所

有
大
震
機
具
の
異
動
届
出

に
つ
い
て

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
町
報
九
月

琴
に
詳
し
く
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
通

り
秦
年
中
に
増
減
の
異
動
の
あ
っ
た

方
は
、
早
め
に
申
告
し
て
下
さ
い
。

福
岡
県
で
は
、
人

命
尊
重
の
見
地
か
ら

交
通
事
故
防
止
の
徹

底
と
く
に
歩
行
者
の

交
通
部
故
の
絶
滅
を

目
標
と
し
て
、
県
民

に
対
し
交
通
安
全
思

想
の
周
知
繰
嘆
を
図

り
、
正
し
い
交
通
ル

ー
ル
の
実
践
を
習
慣

づ
け
る
と
と
も
に
、

通
路
交
通
環
境
の
堕

鰯
改
善
を
促
進
す
る

行
政
相
談
、
人
権
相
殻
の

合
同
相
談
開
設
の
お
し
ら
せ

行
政
昌
運
庁
で
は
、
来
る
m
月
1
6
日

か
ち
雅
日
ま
で
の
一
週
間
を
「
行
政
相

談
週
間
」
と
定
め
、
全
国
的
に
行
政
相

談
に
閃
す
丁
だ
蒜
の
行
事
を
実
施
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

遠
賀
町
で
は
、
こ
の
行
茸
の
一
選
と

し
て
次
の
通
り
巡
回
行
政
相
談
を
実
施

し
ま
す
。
な
お
こ
の
機
会
に
「
人
権
相

談
」
を
併
せ
て
開
設
し
ま
す
の
で
、
行

政
聞
越
で
の
苦
情
や
、
大
鵬
問
題
で
の

悩
み
ご
と
等
の
あ
る
方
は
、
ど
う
ぞ
遠

膿
な
く
相
談
な
さ
る
よ
う
お
す
ず
め
し

ます。

一
、
行
政
　
人
種
合
同
柏
諒
闇
設

二
、
日
時
　
間
和
餓
笹
川
月
1
9
日

年
前
9
時
～
午
ノ
皮
4
時

≒
場
所
∴
諒
賞
町
公
民
館
別
館

囲
、
相
著
H

O
行
政
枯
淡

行
政
相
談
察
］
　
　
　
高
崎
博
笠
氏

九
州
管
区
行
政
監
察
局
　
船
井
芋
諸
富

〇
人
旅
相
談

大
盤
翳
萎
n
∴
∴
　
世
話
∴
窮
民

ク
∴
∴
∴
∴
∴
失
業
告
氏

小
暮
霧
局
∴
∴
溝
水
総
務
課
長

老
人
検
診
の
お
し
ら
せ

老
人
郷
地
法
に
獲
づ
き
、
次
の
と
お

り
老
人
検
診
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
健

康
で
重
合
J
思
わ
れ
る
方
で
も
崇
萎

診
く
だ
さ
い
。

当
G

資
格
若
　
輩
ハ
五
才
以
上
の
方
に
限
る

六
四
才
以
上
の
方
は
、
成
人

病
検
診
で
受
診
の
こ
と

検
診
料
－
無
。
料

i
l
鴨
及
び
場
所

1
0
碁
笥
∴
縄
小
学
葬
祭
萎
、

島
津
、
若
松
、
鬼
漣
、
尾
鵬
、
松

ノ
木
、
道
管

1
0
月
2
6
日
　
没
木
小
学
校
諸
学
渋

木
校
区
各
部
落

1
0
月
幻
日
　
進
瑠
町
公
良
離
本
館
、

別
府
、
今
古
賀
、
千
代
丸
：
遮
鮎

川
、
旧
作
、
広
漠

受
付
時
間

各
会
場
典
　
牛
後
一
時
半
～
三
時

※
三
会
場
を
郵
落
潮
当
し
て
い
ま
す
が

勅
令
の
憩
い
方
は
ど
の
会
場
で
も
結

構
で
す
か
ら
受
診
下
さ
い
。

な
お
一
枝
検
診
の
純
米
、
粘
密
検

査
を
裳
す
る
方
に
つ
い
て
は
、
後
日

更
に
無
料
で
行
な
♪
ま
す
。

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
秋
の
交
通
安

全
補
間
県
民
運
動
」
を
実
施
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
の
で
、
交
通
醤
敗
の
な

い
明
る
い
町
づ
く
り
の
た
め
に
、
町
民

各
値
の
ご
協
力
を
お
舶
い
し
ま
す
。

一
、
実
施
期
間

1
0
月
2
1
日
－
3
1
日
圭
C
 
l
O
日
間

二
、
実
施
密
項

の
歩
行
者
の
孟
し
い
鵬
断
の
励
行
及

び
親
臨
生
地
に
お
け
る
桂
護
の
級

底
の
通
学
拙
同
船
及
び
踏
切
道
に
お
け

る
安
全
の
雑
作

の
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
国
的
坤

の
接
合
確
保

㈲
国
家
用
幽
湖
垂
の
安
全
運
転
の
確

保
㈲
自
動
二
輪
平
原
動
機
付
出
彊
垂

の
安
全
運
転
の
確
保

㈲
自
動
車
の
適
正
な
逆
行
管
璃
及
び

安
全
運
転
の
磁
條

S
車
潮
の
完
全
整
備
の
励
行

㈲
通
路
交
通
課
境
の
整
備
改
善

㈲
交
通
草
敗
績
喜
寿
に
対
す
る
相
談

活
動
の
絃
極
北

三
、
ス
ロ
ー
ガ
ン

○
ア
ッ
危
い

そ
の
ス
ピ
ー
ド
が
死
を
招
く

〇
一
秒
待
つ

心
の
ゆ
と
り
が
身
を
守
る

○
と
び
山
す
な

垂
は
急
に
止
ま
れ
な
い


